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一
五
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一
年
一
月
一
日

一

七
個
沮
侭
目

一一

《

一
ヨ
ー
ー
硝
一
〈
！
；
一
『
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－
１
－
一
一愚
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宇
旦
坐
小

法

一
一
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五
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I Ｆ

１

■

Ｊ

ｂ

Ｆ

■

『ｆ■

「
４
■
９
凸
も
Ｂ
ｉ

Ｌ
Ｆ
』
■

制
“
■
■
Ｊ
１
■
■
■
ロ

■
巴
■
■

出
生
地

■Ｌ・・■■

頭
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｐ
■
■
ｑ
■
凸
●
■

Ｂ
ｐ
８
■
叩
■
■
■
凸
。

現
住
所四三

九
四
四〃 〃 〃

″
一
〃
一
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

三
一
一
宝
一
津
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

六
一
一
○
正
静
岡
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を

一
一
一

－
q

○

静
岡
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を

津
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

三’三 〃ﾉノ

暉
一
「
由
エ
藍
甜
】
面
‐
竜
・
Ｕ
ｎ
・
・
４
ｔ
即
Ｌ
ｎ
Ｊ
ｊ

両
。
ｕ
’
四
－
●
．
紐
‐
凸
汕
冊
Ｕ
ｒ
閂
咄
印
画
牌
１
．
．
４
竜
角
川
ロ
ー
ｊ
凸
０
Ｆ
■
Ｆ
１
貼
砦
由
赴
ｆ
■
直
日

一
一
一
一

ｦ[ |舌 九○

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

釧
路
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

水
戸
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

静
岡
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

命
ず
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

事

b

Ｔ
Ｉ
ｄ
■
勺
８
Ｊ

氏

p

O

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ
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ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ
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Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

！

‐

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｒ

Ｆ

Ｆ

官

８

２

Ｅ

垂

■

４

３

９

■

Ｆ

■

０

出
生
年
月
日

旧
氏
名

項

名

則の
り

定鳥

昭
和

一
一
一
ｅ
一

1

一

法
務
省
一

最
高
検
察
庁

最
高
裁
判
所
一

庁 年
七
月〃 〃 〃 〃 ﾉノ〃

ま
も
る

二
一

日

衛
宙
岬
Ｉ
ｆ
Ⅱ
必 名

一〒ー 一一一一一一一一 一
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’
、

昭
和
年

四
四

五 四
九
一
四
一
二

四
八 単|奥 四

五
一
二

二〃 〃 〃 〃 〃

月五
一

二

四 九 七 九八 二〃 〃 /／

１
１
ｅ
、

二

五

一

七
一
七
一
法
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
に
併
任
す
る

五'七 日| 〃 〃 〃一
一

｜
外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
）
に
併
任
す
る

事

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

外
務
省
に
出
向
さ
せ
る

外
務
事
務
官
（
在
ベ
ル
リ
ン
日
本
国
総
領
事
館
）
に
転
任
さ
せ
る

領
事
を
命
ず
る

帰
朝
を
命
ず
る

法
務
省
に
出
向
さ
せ
る

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
転
任
さ
せ
る

法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

出
張
期
間
は
昭
和
四
四
年
一
○
月
一
日
か
ら
同
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

ｆ
■
Ｈ
６
Ｕ
Ｆ
Ｂ
ｑ
０
・
ｄ
ｐ
ｑ
４
■
Ｂ
①
ｄ
日

４
９
７
１

項

－

則

法 外 法 外 法 庁||定

務 務 務 務 務〃 〃 〃 〃 〃〃 〃

名||衛省 省 省 省 省
－ －－
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卦五
九

五
八
五
七
一
薑
二
一

妻l量ﾉノ 〃 〃 〃

一一

○

〃 〃

一
一
一
，
一
一
一
一
ハ

三
一
二
四

一
一
一一’九 五

一
二
五

九 八 八

ご
■

〃－▲

一

一
一
二

一
一
一 叩七 一’九八

一一一
一

一
昭
和
五
八
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

一
併
任
の
期
間
は
昭
和
五
八
年
一
二
月
一
三
日
ま
で
と
す
る

一
法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

一
昭
和
五
九
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

一
併
任
の
期
間
は
昭
和
五
九
年
一
二
月
一
三
日
ま
で
と
す
る

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
司
法
法
制
課
長
に
充
て
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

東
京
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

東
京
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

Ⅱ
０
軒
Ｐ
Ｌ
・
凸
５
６
１
事

Ｉ
ｌ
；
Ｉ

合

1

1

項

一

|則

法
務
省

〃

法 最
高
裁
判
所

法 定最
庁I

一一

‐

F可
【

P

t卜

務 務 裁
判
所

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

衛
名

省 省
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昭
和
年

五

九
六
○
一
六

〃 〃 ﾉ／ 〃 ﾉノ ﾉノ

一
一
一
一
一
一
一

月
九
一

一

÷

ノ､

川
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
１
Ｉ
ｆ
国
●
’
１
１
１
ｉ
：
Ｉ
睦
，
Ⅱ
‐
１
１
‐
●
卿
同
Ｉ
Ⅱ
１
．
，
１
．
‐
・
・
・
‐
、
塘
吟
隅
呼
ド
ド
ト
ー
ｒ
ｌ
噛
哩
足
判
患
聯
〃
＃
協
削
Ⅱ
＃
柳
暇
ｒ
や
卜
ｉ
Ｉ
肺
削
Ⅲ
Ⅱ
川
‐
‐
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
”
別
ｒ
’
鵬
．
！
Ⅱ
Ⅱ
”
Ｉ
●
＃
聯
ｉ
凹
遥
１
Ⅲ
Ｉ
・
’
’
．
噸
Ｉ
１
Ｉ
１
Ｉ

廻
一
日
一
事
項

四
一
六
一
昭
和
五
九
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

〃 ﾉノ 〃

二

○

I

L

一
壬
一
一

一一一

九五 ○ 四

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
○
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

協
定
第
二
六
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
の
補
助
機
関
た
る
刑
事
裁
判
管
轄
権
分
科
委

法
務
省
刑
事
局
総
務
課
長
に
充
て
る

貝
会
日
本
代
表
を
委
嘱
す
る

副
検
事
選
考
審
査
会
予
備
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
公
安
課
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
九
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
九
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

昭
和
五
九
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

1

則

.－

霞關|震法 最 外 法

I自剛

務 裁
判
所
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ノ､

○
ノ､

一

｜
I

q

◆

申

q

●

◆

｡

●

｡

●

句

●

●

、

q

由

I

一
一
一

一
心

一
一

一

○ 〃

◆

〃 〃 九 七 五 九

．

e

月

一

一

八

一
一

九 八 ち - 冬

一
一
一 五

一

Ｇ
一
一

豆兵

里

五 ＝ 一
日

第
二
二
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
○
八
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
ろ

員
会
日
本
代
表
の
委
嘱
を
解
く

■
◆
０

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
の
補
助
機
関
た
る
刑
事
裁
判
管
轄
権
分
科
委

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

q

■

●

任
期
は
昭
和
六
三
年
六
月
三
○
日
ま
で
と
す
る

９
口

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
ろ

む

け

副
検
事
選
考
審
査
会
予
備
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

●

｡

①

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

■
◆
●

法
務
大
臣
官
房
会
計
課
長
に
充
て
る

出
張
期
間
は
昭
和
六
一
年
八
月
一
○
日
か
ら
同
月
二
五
日
ま
で
と
す
る

■

●

香
港
、
タ
イ
、
マ
レ
イ
シ
ア
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
へ
出
張
を
命
ず
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
一
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

ｐ
●

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

一
■

Ｑ
●

事

①
。
項

■
●

■

｡

〃

内

閣

最
高
裁
判
所

外
務
省
－

〃 〃

－

〃 〃

■

●

－

〃

法

● 口

務I
’

省 ’ ’

庁
名

●
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●
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｡

◆

●

■

e

p

●

●

●

◆

■

■

●

■

●

〃 五 〃 〃 〃 四
月

一

一

四 七

一

▲

詞

Ｑ
ロ 〃 〃

一

ユ

○
日

最
高
裁
判
所
家
庭
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
民
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

任
期
は
昭
和
六
四
年
三
月
末
日
ま
で
と
す
る

予
備
委
員
に
委
嘱
す
る

日
本
弁
護
士
連
合
会
外
国
法
事
務
弁
護
士
登
録
審
査
会
委
員
及
び
同
懲
戒
委
員
会

■
■

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
国
際
私
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
強
制
執
行
制
度
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
商
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

●
。

の
９

■
■

法
制
審
議
会
民
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

●
■

。
④

法
制
審
議
会
司
法
制
度
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
民
事
訴
訟
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

の

●

■

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

●
●

第
二
二
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

■
■

●
◆

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
長
に
充
て
る

◆
色 ｑ

■

ｂ
ｅ

事
項
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e
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●

ーず 子子一一一 ＝一

八 〃

一
わ
一
一
《
ハ 四

一
一
一

〃 八 〃 四
。
一
一 七 |月

’

'二
'九
！

~ 令

九

一

○

一
一

○ 五 七 一

一
一
一 五

－ － －－

星

四

一
．
一

－一壱
日
、

●

最
高
裁
判
所
一
般
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
大
臣
官
房
付
（
特
命
調
整
担
当
）
）
の
併
任
を
解
除
す
る

奈
良
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
大
臣
官
房
付
（
特
命
調
整
担
当
）
）
に
併
任
す
る

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

第
二
八
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
ろ

Q

最
高
裁
判
所
一
般
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

第
二
六
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

任
期
は
平
成
三
年
三
月
末
日
ま
で
と
す
る

ｂ
●

予
備
委
員
に
委
嘱
す
る 凸

□
●

日
本
弁
護
士
連
合
会
外
国
法
事
務
弁
護
士
登
録
審
査
会
委
員
及
び
同
懲
戒
委
員
会

第
二
四
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
二
三
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

●
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九 四
一 〃

一一一

○ 一
一

一
一

一
一 〃

一

○ 月｜
I

ｅ
一

七
員

一ﾄ~f

一
一
一
一

三

○ 九
宝

四
一
一 八

一
一

九

一

一
ハ
日

第
一
二
八
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
平
成
五
年
五
月
三
日
か
ら
同
月
一
○
日
ま
で
と
す
る

中
華
人
民
共
和
国
へ
出
張
を
命
ず
る

第
一
二
六
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
ろ

第
一
二
五
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

Ｇ
凸

事
務
代
理
の
期
間
は
平
成
四
年
一
○
月
二
三
日
ま
で
と
す
る

法
務
事
務
次
官
根
來
泰
周
外
国
出
張
に
つ
き
同
事
務
次
官
事
務
代
理
を
命
ず
る

第
一
二
三
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

■
●

第
一
二
二
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

◆

①

同
会
議
日
本
政
府
代
表
代
理
を
命
ず
る

日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
○
条
に
よ
る
合

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
日
本
政
府
代
表
代
理
を
命
ず
ろ

■
■

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

q

■

●

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
大
臣
官
房
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

◆
■
●

事
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一
ハ
日

売
春
対
策
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

｡

■

青
少
年
問
題
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

第
一
二
九
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

同
会
議
日
本
政
府
代
表
代
理
を
免
ず
る

日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
○
条
に
よ
る
合

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
日
本
政
府
代
表
代
理
を
免
ず
る

■
■

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

中
央
環
境
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

。

■

■

◆
◆

第
一
二
八
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る ■

◆

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

凸
●

法
務
省
刑
事
局
長
に
充
て
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

●
●

■
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五

今
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九
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四
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一
一

坐

一

一
ハ

全

一
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一
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一

一
ハ

－‐ 一

一

九

一

一

読

一-二 二元

一

○ 五
一 日

公
害
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

高
齢
社
会
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

●
◆

司
法
試
験
管
理
委
員
会
委
員
長
に
併
任
す
る

法
務
事
務
次
官
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

第
一
三
四
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
平
成
七
年
五
月
二
日
か
ら
同
月
六
日
ま
で
と
す
る

大
韓
民
国
へ
出
張
を
命
ず
る

第
二
三
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
ろ

第
三
二
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

●
■
●

自
然
環
境
保
全
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

●

動
物
保
護
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る
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九
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艮

○

今

九
全
ハ 五

日

①
ｂ

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

Ｑ
●

出
張
期
間
は
平
成
九
年
一
二
月
七
日
か
ら
同
月
一
四
日
ま
で
と
す
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

運
輸
施
設
整
備
事
業
団
設
立
委
員
に
任
命
す
る

国
会
等
移
転
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

消
費
者
保
護
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

出
張
期
間
は
平
成
八
年
九
月
一
六
日
か
ら
同
月
二
八
日
ま
で
と
す
る

■
●

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
連
合
王
国
へ
出
張
を
命
ず
る

科
学
技
術
振
興
事
業
団
設
立
委
員
を
命
ず
る

●
◆

地
域
改
善
対
策
協
議
会
委
員
に
任
命
す
る

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

●
０

。
●

海
外
移
住
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

国
有
財
産
中
央
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

●
●

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く
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